
６月の市議選に向け、参加者からのりこさんへの質問や期待が、投げ掛けられました。

吉良では、フィットネスクラブが 小学校のプールは全部廃止するってホント？

８億円もかけてできるそうだけど 他の市ではやらないんでしょ。教育の場に
ホントですか！？ 不平等がおきてしまうんじゃありませんか？

議員さんは、みんな賛成なんですか？ 　　　　　　　　　　　　　　　　（寄住町）

　　　　　　　　　　（吉良町在住）

ホントです。 実は、PTAにも知らされないまま進んでいます。

３月議会では、予算に反対する修正案 全国でも、こんな例はありません。

が出されたのですが、残念ながら、 フィットネスを造って、学校のプールをなくす

賛成２０：反対９で通ってしまったの なんてオカシイ！！

です。

これからも、みんなに事実を知らせて！

　　�このままじゃ、西尾は沈没し
　　　ちゃうよ～！！ 本当の問題に取り組んでくれる

議員を出さなきゃ！！

のりこさんには、言いにくいことをドン

　　ドン発言してほしい。のりこさんしか

　　いないから！

 皆さ～ん、６月に向けて
 よろしくお願いいたします！！

  のりこホームページ　 　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　杉田 美雪

　http://www.noriko.to/

　ホットな情報を更新中！

のりこさ～ん、　　　　期待してま～す！！
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本当の問題に取り組んでくれる

議員を出さなきゃ！！

女性を議会に!!

このままじゃ、

西尾は沈没しちゃうよ～！！

のりこさんには、言いにく

いことをドンドン

発言してほしい。

これからも、事実を知らせて！

議会に喝を！

市民には真実を！！
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に が

　合併後の特例措置が切れ、今まで「28億円」来ていた交付税が段階的に減り、５年後は「ゼロ」

になります。ところが29年度の予算、市長は、対策どころか「200億円・30年・１社丸投げ」のＰＦＩ

事業を始めるため、さらに、財政ひっぱく…西尾は「金欠病」に陥っていることがハッキリしました。

の が

 今年から始まる「減額」は、右の表の通り。

榊原市長は、これまでの５年間に行革を進めて

こなかったため、一挙にツケがまわってきます。

５年間に「70億円」 削減しないといけないのに

吉良に「フィトネスクラブの建設」～８億円、

一色に「10階建ての市営住宅」～20億円。 出典：西尾市第５次行財政計画（H29年３月）

地元でも「いらない」という声が多いのです。どちらも、本当に必要な建設なのか、考え直すべき！！

られる

①　下水道整備計画は、無期限凍結。

② 三河線の４駅跡地購入（公園用地）予定は、すべて取消し。

　　（平坂駅・三河楠駅・寺津駅・西一色駅）

さらにこれから、さまざまな福祉サービスをカットする方針だといいます。

このままＰＦＩ事業を続け、不要不急の｢ハコ物｣ばかり造ると、そのしわ寄せは、みーんな私たちに！！

公共施設の は

市内のほぼ全ての公共施設160について、「法定点検や清掃、空調管理、剪定などを

15～30年、民間業者に一括管理させて安くできる」という話でしたよね。

それが、３月議会で出てきましたが・・・全体で３億円もの事業に対して、安くなるのは、

昨年の予算と比べて、たった1,300万円だけということが判りました。

    のりこ：1,300万円では、削減率はたったの４％。各課では、昨年比５％カットを行っているのに、

　     　　　　それより低いんじゃ話になりません。市直営の方が良いじゃありませんか。

　      　　　　 比べるなら、実際に使ったお金（決算の実績額）と比べるべきではありませんか？　　　　

    市：決算額と比べる気はありません。

　 のりこ：警備や清掃など、３～５割増になっている業務がありますが、どこがどのような内容に
　  　　　　　 　変わったのですか？ どの施設にどこのどんな業者が入るのですか？

    市：業務別に削減しただけで、施設ごとの内容はわかりません。業者は、まだ決まっていません。

４月から事業開始なのに、担当会社が決まってないなんて大丈夫？！

      議会中に詳しい審査資料は提出されず・・・

  　　　 その後、配られた資料によると・・・
　・160施設を維持管理するのは、辻村工業と刈谷市の(株)サンエイの独占

　　　  と判りました。サンエイは市内に出張所を３ケ所設けて、清掃員を雇い、各施設に

　　　　派遣するといいます。そこまでみんな「税金」で面倒みるんじゃ、安くなるわけありません。
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（２ページからつづき）PFI

　・情報は、いまだに、ＰＦＩの担当の資産経営戦略課が独占状態のようで、各施設

　　や担当課にすら充分な説明が行われていません。

　　こんな状態では、「キチンと業務が遂行されているかどうかのチェック」ができるのか

　　どうか不安でなりません。みなさん、どう思われますか？
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　お知らせのページ

　　　平成29年度　のりこ応援団、総会議事総括（報告）
≪28年度の事業報告≫
   １．例会 　毎月第３土曜日夜７時半～
   ２．議会報告を聞く会 　６･９･12･３月第３土曜日夜７時半～
   ３．応援団だより 　年４回発行
   ４．ホームページ作成 　http://www.noriko.to/
   ５．議会ウォッチングツアー   ６･９･12･３月議会
   ６．①３月　　   総会　
　   　②４･５月   ＰＦＩ問題学習会
　   　③９月   認知症講座
　   　④10月   バザー
≪28年度の会計報告≫

≪２９年度事業計画≫

　　

　　

　　　　　　

　　　 m(＿＿)m m(＿＿)

鈴木法律事務所

のりこ事務所（５～６月）

収入 支出

繰越金 54,659 人件費 0
カンパ（個人） 246,000 応援団だより作成費 904,781
カンパ（本人） 750,000 総会・学習会 1,570
バザー（ｶﾝﾊﾟ含） 96,886 調査研究費 2,530

活動費 163,546
消耗品・雑費 11,693
次年度繰越金 63,425

1,147,545 1,147,545
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